
鶴ヶ島市監査委員告示第１４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、その結果を

次のとおり公表する。 

令和３年１１月２５日 

 

 

鶴ヶ島市監査委員 内 野 睦 巳     

 

 

鶴ヶ島市監査委員 近 藤 英 基     

 

 

１ 監査基準に準拠している旨 

  監査委員は、鶴ヶ島市監査基準（令和２年鶴ヶ島市監査委員告示第６号）に準拠し

て監査を行った。 

 

２ 監査の種類 

  財政援助団体等監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の

規定による監査） 

 

３ 監査の対象 

  ＮＰＯ法人カローレ 

 

４ 監査の着眼点 

令和２年度において市が交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況が関係

法令等に基づき適正に行われているか否かに主眼をおいた。 

 

５ 監査の主な実施内容 

  提出された監査資料を精査するとともに、関係職員から説明を聴取して監査を行っ

た。 

 



６ 監査の実施場所及び日程 

実施場所：鶴ヶ島市役所 ４０１会議室 

日程：令和３年１１月２日 

 

７ 監査の結果 

  １から６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、交付された補助金は目的

に従って適正に執行され、事業も計画に沿って実施されており、出納その他の事務の

執行も適正に処理されていると認められた。 

  今後も、適正な事務執行に留意し、事業の円滑な運営と児童の健全な育成に努めら

れるように期待する。 

 

８ 団体概要 

  別添のとおり 

 



団 体 概 要 

１ 名    称  ＮＰＯ法人カローレ 

 

２ 所 在 地  鶴ヶ島市大字上広谷４２６番地４ 

 

３ 設 立 目 的   

会員の協同互助による運営を基本とし、保育を必要とする小学校の児童の豊

かで安全な放課後の生活の場を築くとともに、地域の人々と協力し、すべての

子どもたちのため、また障がいのある人や高齢者等、援助や支援を必要とする

人々のため、豊かで思いやりのある地域社会の確立を図ることを目的とする。 

 

４ 設 立 日  平成１６年４月７日 

 

５ 運営方針等   

 (1) 児童クラブにおける支援は、小学校に就学している児童であって、その保護

者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、

発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、

社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童

の健全な育成を図るものとする。 

 (2) 法人は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重し

て、その運営を行うものとする。 

 (3) 法人は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対

し、当該法人が行う児童クラブの運営の内容を適切に説明するよう努めるもの

とする。 

 (4) 法人は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよ

う努めるものとする。 

 

６ 職員数（令和３年３月３１日現在） 

 (1) 役員  理事長１人、副理事長２人、理事６人、監事２人 

 (2) 放課後児童クラブ関係職員 ８５人 

 〔内訳〕 

・事務局長 １人（理事兼任）  

・事務局次長 １人（放課後児童支援員、理事・学童保育事業部長兼任） 

・学童保育事業部副部長 １人（放課後児童支援員） 

  ・学童保育事業部主任 ７人（放課後支援員） 



・学童保育事業部副主任 １人 

・放課後児童支援員  １５人 

・放課後児童補助員  ５３人 

・送迎職員       ３人 

・事務職員       ３人 

 

７ 児童数（令和３年３月３１日現在） 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計 

１８５人 １５８人 １０９人 １０２人 ４６人 ４２人 ６４２人 

 

８ 令和２年度事業概要 

 (1) 学童保育事業：放課後児童クラブ ７小学校区、１３施設（教室を除く） 

 (2) 児童館事業：鶴ヶ島市上広谷児童館・西児童館、白岡市西児童館（指定管

理） 

  (3) つどいの広場事業：鶴ヶ島市委託事業 

  (4) 保育園事業：認可小規模保育室（ベビーかろーれ）、認可事業所内保育（ベ

ビーかろーれ川越）、認可外小規模保育室（第２ベビーかろー

れ） 

  (5) 障害児通所支援事業：放課後等デイサービス（かろーれキッズ川鶴）、多機 

能型事業所（放課後等デイサービス・児童発達支援） 

（第２かろーれキッズ川鶴） 

  (6) 障害児相談支援事業・特定相談支援事業：ＮＰＯ法人カローレ相談支援セン

ター“ほのぼの” 

  (7) 学習支援事業：鶴ヶ島市委託事業（生活困窮者向け中・高学生の学習支援） 

  (8) 子ども食堂事業：食材・物資支援、弁当支援（子どもの貧困対策） 

  (9) 学生食堂事業：埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校内学生食堂（カローレ食堂） 

 (10) 送迎事業：学童保育室・学校への送迎、障害者通所支援の送迎、支援物資の

運搬など 

 (11) 習い事事業：ダンス、習字、そろばんなど 

   

９ 令和２年度鶴ヶ島放課後児童健全育成事業補助金にかかる収支状況 

収入額 支出額 

１９２,７３９,５５０円 １９２,７３９,５５０円 

 

 


